
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための 

関係法律の整備に関する法律（地方分権一括法）案について 

 

 

 

 地方分権一括法案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的

に推進するため、都道府県の権限の市町村への移譲を行うとともに、地方公共

団体に対する義務付けを規定している関係法律（223 件）を改正するもの。現在

衆議院において審議中。 

 

１ 鳥獣保護法の改正案 

 

 鳥獣保護法においては、以下の改正がなされる見込み。 

○ 鳥獣保護事業計画において定める事項の変更 

○ 鳥獣保護事業計画の公表について、義務規定から努力規定に変更 

○ 特定鳥獣保護管理計画において定める事項の変更 

○ 特定鳥獣保護管理計画を定める際の利害関係人の意見聴取について、公

聴会開催の義務規定を削除 

○ 指定猟法禁止区域、休猟区の標識の寸法の条例化 

○ 都道府県が鳥獣保護区を指定する際の公聴会開催について、義務規定か

ら例示化 

○ その他条ずれ改正 

 

 

２ 基本指針案における対応について 

 

 鳥獣保護管理小委員会でご議論いただいた基本指針案については、改正法が

成立する見込みで作成していたものの、最終の小委員会開催時においても成立

の目途が立っていないところ。 

 このため、地方分権一括法成立前は現行法律と齟齬のない指針して告示する

こととし、成立後に必要な修正を加えて再度告示することとしたい。 

改正法成立見込みの指針については、既にご審議いただいている内容である

ことから、修正告示についての審議会は行わないことでご了解いただきたい。 

 

資料４ 
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地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

（
抜
粋
）

○

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
百
八
十
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
）

（
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

鳥
獣
保
護
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

鳥
獣
保
護
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

（
削
除
）

八

鳥
獣
保
護
事
業
に
関
す
る
普
及
啓
発
に
関
す
る
事
項

八

鳥
獣
保
護
事
業
の
実
施
体
制
に
関
す
る
事
項

九

鳥
獣
保
護
事
業
の
実
施
体
制
に
関
す
る
事
項

（
削
除
）

十

そ
の
他
鳥
獣
保
護
事
業
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
事
項

３

鳥
獣
保
護
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
鳥
獣
保

護
事
業
に
関
す
る
普
及
啓
発
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
鳥
獣
保
護
事
業
の
実
施
の
た
め

に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

３

（
略
）

５

都
道
府
県
知
事
は
、
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き

４

都
道
府
県
知
事
は
、
鳥
獣
保
護
事
業
計
画
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
環
境
大
臣
に
報
告
し

は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
環
境
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

（
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
）

（
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

２

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
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る
。

る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
削
除
）

七

そ
の
他
特
定
鳥
獣
の
保
護
管
理
の
た
め
に
必
要
な
事
項

３

特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
特

定
鳥
獣
の
保
護
管
理
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

３

（
略
）

５

都
道
府
県
知
事
は
、
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ

４

都
道
府
県
知
事
は
、
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
利
害
関
係
人
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
公
聴
会
を
開
い
て
利
害
関
係
人
の
意
見
を
聴
か

い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
・
７

（
略
）

５
・
６

（
略
）

８

第
四
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
つ
い
て
準

７

第
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

用
す
る
。

（
鳥
獣
の
捕
獲
等
及
び
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
の
許
可
）

（
鳥
獣
の
捕
獲
等
及
び
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
の
許
可
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

13

13

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法

14

14

律
第
七
十
五
号
）
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
及
び
同
法

律
第
七
十
五
号
）
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
及
び
同
法

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
指
定
種
（
以
下
「
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
等
」

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
指
定
種
（
以
下
「
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
等
」

と
い
う
。
）
に
係
る
第
一
項
の
鳥
獣
の
捕
獲
等
又
は
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
に
つ
い
て

と
い
う
。
）
に
係
る
第
一
項
の
鳥
獣
の
捕
獲
等
又
は
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
に
つ
い
て

は
、
同
法
第
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
き
、
同
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規

は
、
同
法
第
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
き
、
同
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
認
定
保
護
増
殖
事
業
等
と
し
て
す
る
と
き
、
又
は
同
法
第
五
十
四
条
第
二
項

定
す
る
認
定
保
護
増
殖
事
業
等
と
し
て
す
る
と
き
、
又
は
同
法
第
五
十
四
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
国
の
機
関
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
が
環
境
大
臣
に
協
議
し
た
と
き

の
規
定
に
よ
り
国
の
機
関
が
環
境
大
臣
に
協
議
を
し
た
と
き
若
し
く
は
地
方
公
共
団
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は
、
第
一
項
の
許
可
（
環
境
大
臣
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
る
こ
と
を
要
し

体
が
環
境
大
臣
に
協
議
し
そ
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、
第
一
項
の
許
可
（
環
境
大
臣

な
い
。

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
対
象
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
等
の
禁
止
又
は
制
限
）

（
対
象
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
等
の
禁
止
又
は
制
限
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

第
二
条
第
六
項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
若
し
く
は
制
限
又
は
第
三

６

第
二
条
第
六
項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
若
し
く
は
制
限
又
は
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
す
る
制
限
に
つ
い
て
、
第
四
条
第
四
項
及
び
第
七
条

項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
す
る
制
限
に
つ
い
て
、
第
四
条
第
三
項
及
び
第
七
条

第
五
項
の
規
定
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
若
し
く
は
制
限
又
は
第
三
項
の
規
定

第
四
項
の
規
定
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
若
し
く
は
制
限
又
は
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
す
る
制
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
す
る
制
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
鳥
獣
に
係
る
特
例
）

（
特
定
鳥
獣
に
係
る
特
例
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
四
条
第
四
項
、
第
七
条
第
五
項
及
び
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
は
第
二
項
の
規

４

第
四
条
第
三
項
、
第
七
条
第
四
項
及
び
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
期
間
の
延
長
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
又
は
制
限
の
解
除
に
つ
い
て

定
に
よ
る
期
間
の
延
長
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
又
は
制
限
の
解
除
に
つ
い
て

、
同
条
第
五
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
又
は
制
限
の
解
除
に
つ
い
て
、

、
同
条
第
五
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
又
は
制
限
の
解
除
に
つ
い
て
、

第
三
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
域
の
指
定
に

第
三
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区
域
の
指
定
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
そ
の
旨
並
び
に
そ
の

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
そ
の
旨
並
び
に
そ
の

名
称
、
区
域
及
び
存
続
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
旨
並
び
に
区
域
及
び
存
続
期
間

名
称
、
区
域
及
び
存
続
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
旨
並
び
に
区
域
及
び
存
続
期
間

」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第

」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
」
と
読
み
替
え
る

四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。
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（
指
定
猟
法
禁
止
区
域
）

（
指
定
猟
法
禁
止
区
域
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

12

12

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
指
定
を
し
た
と
き
は

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
指
定
を
し
た
と
き
は

13

13

、
当
該
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
区
域
内
に
こ
れ
を
表
示
す
る
標
識
を
設
置
し
な
け
れ

、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
区
域
内
に
こ

ば
な
ら
な
い
。

れ
を
表
示
す
る
標
識
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
標
識
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
。
た
だ
し
、
都
道
府

14
県
知
事
が
設
置
す
る
標
識
の
寸
法
は
、
こ
の
項
本
文
の
環
境
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

を
参
酌
し
て
、
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
。

（
鳥
獣
保
護
区
）

（
鳥
獣
保
護
区
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
、
又
は
そ

４

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
、
又
は
そ

の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
公
告
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
（
都
道
府
県
知
事

よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
公
告
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
を
経
過
す
る
日
ま

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
定
め
る
お
お
む
ね
十
四
日
の
期
間
）
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間

で
の
間
、
当
該
鳥
獣
保
護
区
の
名
称
、
区
域
、
存
続
期
間
及
び
当
該
鳥
獣
保
護
区
の

、
当
該
鳥
獣
保
護
区
の
名
称
、
区
域
、
存
続
期
間
及
び
当
該
鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に

保
護
に
関
す
る
指
針
の
案
（
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
指
針
案
」
と
い
う
。
）

関
す
る
指
針
の
案
（
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
指
針
案
」
と
い
う
。
）
を
公
衆

を
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）

６

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
指
針
案
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
旨
の
前
項
の

６

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
指
針
案
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
旨
の
前
項
の
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意
見
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
、
そ
の
他
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
又
は
変
更
に
関
し
広

意
見
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
、
そ
の
他
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
又
は
変
更
に
関
し
広

く
意
見
を
聴
く
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
環
境
大
臣
に
あ
っ
て
は
公
聴
会
を

く
意
見
を
聴
く
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
も
の
と
す
る

開
催
す
る
も
の
と
し
、
都
道
府
県
知
事
に
あ
っ
て
は
公
聴
会
の
開
催
そ
の
他
の
必
要

。

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

７
・
８

（
略
）

７
・
８

（
略
）

９

第
二
項
並
び
に
第
十
五
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
の
規
定

９

第
二
項
並
び
に
第
十
五
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
十
三
項
の
規
定
は
第
七
項
た

は
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
更
新
に
つ
い
て
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
は
第

だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
更
新
に
つ
い
て
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定

一
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
行
う
指
定
及
び
そ
の
変
更
（
鳥
獣
保
護
区
の
区
域

に
よ
り
環
境
大
臣
が
行
う
指
定
及
び
そ
の
変
更
（
鳥
獣
保
護
区
の
区
域
を
拡
張
す
る

を
拡
張
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
第
四
条
第
四
項
及
び
第
十
二
条
第
四
項

も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
第
四
条
第
三
項
及
び
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
は
第

の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
指
定
及
び
そ
の
変
更
（
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
指
定
及
び
そ
の
変
更
（
第
四
条
第
三
項

四
条
第
四
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
鳥
獣
保
護
区
の
区
域
を
拡
張
す
る
も
の
に
限
る

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
鳥
獣
保
護
区
の
区
域
を
拡
張
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い

。
）
に
つ
い
て
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
の
規
定

て
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
十
三
項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
そ
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

指
定
及
び
そ
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中

お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
の
旨
並
び
に
そ
の
名
称
、
区
域
及
び
存
続
期
間
」
と

「
そ
の
旨
並
び
に
そ
の
名
称
、
区
域
及
び
存
続
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
旨
並
び

あ
る
の
は
「
そ
の
旨
並
び
に
鳥
獣
保
護
区
の
名
称
、
区
域
、
存
続
期
間
及
び
当
該
鳥

に
鳥
獣
保
護
区
の
名
称
、
区
域
、
存
続
期
間
及
び
当
該
鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す

獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
公

る
指
針
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
」
と
あ
る
の
は
「
第
二

示
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
項
の

十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
」
と
読

規
定
に
よ
る
公
示
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

・

（
略
）

・

（
略
）

10

11

10

11

（
鳥
獣
保
護
区
に
お
け
る
保
全
事
業
）

（
鳥
獣
保
護
区
に
お
け
る
保
全
事
業
）

第
二
十
八
条
の
二

（
略
）

第
二
十
八
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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３

地
方
公
共
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
環
境
大
臣
に
協
議
し
て
そ
の

３

地
方
公
共
団
体
は
、
環
境
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
て
、
国
指
定
鳥
獣
保

同
意
を
得
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
環
境
大
臣
に
協
議
し
て
、
国
指
定
鳥
獣

護
区
に
お
け
る
保
全
事
業
の
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

保
護
区
に
お
け
る
保
全
事
業
の
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
保
全
事
業
と
し
て
希
少
鳥
獣
の
捕
獲
等
又
は
希
少
鳥
獣
の
う
ち
の
鳥
類
の

卵
の
採
取
等
を
す
る
と
き
。

二

当
該
保
全
事
業
と
し
て
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
網
又
は

わ
な
を
使
用
し
て
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
と
き
。

４

都
道
府
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場

４

都
道
府
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
は
、
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を

合
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
て
そ
の
同
意
を
得
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に

得
て
、
都
道
府
県
指
定
鳥
獣
保
護
区
に
お
け
る
保
全
事
業
の
一
部
を
行
う
こ
と
が
で

あ
っ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
て
、
都
道
府
県
指
定
鳥
獣
保
護
区
に
お
け
る
保

き
る
。

全
事
業
の
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５

都
道
府
県
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
全
事
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
第
三
項
各

５

都
道
府
県
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
全
事
業
を
行
い
、
又
は
都
道
府
県
知
事
が

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
又
は
都
道
府
県
知
事
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
保

前
項
の
規
定
に
よ
り
保
全
事
業
に
つ
い
て
同
意
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、

全
事
業
に
つ
い
て
同
意
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
都
道
府
県
又
は
都
道
府
県
知
事

次
に
掲
げ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
環
境
大
臣
に
協
議
し
、

は
、
環
境
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
除
）

一

当
該
保
全
事
業
と
し
て
希
少
鳥
獣
の
捕
獲
等
又
は
希
少
鳥
獣
の
う
ち
の
鳥
類
の

卵
の
採
取
等
を
す
る
と
き
。

（
削
除
）

二

当
該
保
全
事
業
と
し
て
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
環
境
省
令
で
定
め

る
網
又
は
わ
な
を
使
用
し
て
鳥
獣
の
捕
獲
等
を
す
る
と
き
。

６

（
略
）

６

（
略
）

（
特
別
保
護
地
区
）

（
特
別
保
護
地
区
）

第
二
十
九
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）
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２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
二
項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
に
つ
い
て
、
第
三
条
第
三

４

第
二
項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
に
つ
い
て
、
第
三
条
第
三

項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
行
う
指
定
及
び
そ
の
変
更
（
特
別

項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
行
う
指
定
及
び
そ
の
変
更
（
特
別

保
護
地
区
の
区
域
を
拡
張
し
、
又
は
存
続
期
間
を
延
長
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ

保
護
地
区
の
区
域
を
拡
張
し
、
又
は
存
続
期
間
を
延
長
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ

い
て
、
第
四
条
第
四
項
及
び
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都

い
て
、
第
四
条
第
三
項
及
び
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都

道
府
県
知
事
が
行
う
指
定
及
び
そ
の
変
更
（
第
四
条
第
四
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

道
府
県
知
事
が
行
う
指
定
及
び
そ
の
変
更
（
第
四
条
第
三
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

特
別
保
護
地
区
の
区
域
を
拡
張
し
、
又
は
存
続
期
間
を
延
長
す
る
も
の
に
限
る
。
）

特
別
保
護
地
区
の
区
域
を
拡
張
し
、
又
は
存
続
期
間
を
延
長
す
る
も
の
に
限
る
。
）

に
つ
い
て
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
並
び
に
第
二

に
つ
い
て
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
十
三
項
並
び
に
第
二
十
八
条
第
二

十
八
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
そ
の

項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
そ
の
変
更
（
同
条

変
更
（
同
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
別
保
護
地
区
の
区

第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
別
保
護
地
区
の
区
域
を
拡
張
し

域
を
拡
張
し
、
又
は
存
続
期
間
を
延
長
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る

、
又
は
存
続
期
間
を
延
長
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
四
項
中
「
届
け
出
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は

に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
四
項
中
「
届
け
出
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
協
議
し
な

「
協
議
し
な
け
れ
ば
」
と
、
第
十
五
条
第
二
項
中
「
そ
の
旨
並
び
に
そ
の
名
称
、
区

け
れ
ば
」
と
、
第
十
五
条
第
二
項
中
「
そ
の
旨
並
び
に
そ
の
名
称
、
区
域
及
び
存
続

域
及
び
存
続
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
旨
並
び
に
特
別
保
護
地
区
の
名
称
、
区
域

期
間
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
旨
並
び
に
特
別
保
護
地
区
の
名
称
、
区
域
、
存
続
期
間

、
存
続
期
間
及
び
当
該
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
」
と
、
同
条
第
三
項

及
び
当
該
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
の

中
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
読

規
定
に
よ
る
公
示
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

み
替
え
て
準
用
す
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

用
す
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５
～

（
略
）

５
～

（
略
）

10

10

（
休
猟
区
の
指
定
）

（
休
猟
区
の
指
定
）

第
三
十
四
条

（
略
）

第
三
十
四
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

都
道
府
県
知
事
は
、
休
猟
区
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
休
猟
区
の
区
域
内
に

５

都
道
府
県
知
事
は
、
休
猟
区
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
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こ
れ
を
表
示
す
る
標
識
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ろ
に
よ
り
、
当
該
休
猟
区
の
区
域
内
に
こ
れ
を
表
示
す
る
標
識
を
設
置
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

６

前
項
の
標
識
に
関
し
必
要
な
事
項
（
当
該
標
識
の
寸
法
を
除
く
。
）
は
、
環
境
省

令
で
定
め
る
。

７

第
五
項
の
標
識
の
寸
法
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
し
て
、
都
道
府
県

の
条
例
で
定
め
る
。

（
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
等
）

（
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
等
）

第
三
十
五
条

（
略
）

第
三
十
五
条

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

11

11

第
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
承
認
に
つ
い
て
、
同
条
第
十
項
の
規

第
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
承
認
に
つ
い
て
、
同
条
第
十
項
の
規

12

12

定
は
承
認
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
前
条
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
第
一

定
は
承
認
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
前
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
第
一

項
の
指
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
四
条
第
五
項
中
「

項
の
指
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
四
条
第
五
項
中
「

販
売
許
可
証
」
と
あ
る
の
は
「
承
認
証
」
と
、
同
条
第
十
項
中
「
前
項
各
号
」
と
あ

販
売
許
可
証
」
と
あ
る
の
は
「
承
認
証
」
と
、
同
条
第
十
項
中
「
前
項
各
号
」
と
あ

る
の
は
「
第
三
十
五
条
第
十
一
項
各
号
」
と
、
前
条
第
三
項
中
「
そ
の
旨
並
び
に
そ

る
の
は
「
第
三
十
五
条
第
十
一
項
各
号
」
と
、
前
条
第
三
項
中
「
そ
の
旨
並
び
に
そ

の
名
称
、
区
域
及
び
存
続
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
旨
並
び
に
そ
の
名
称
、
区
域

の
名
称
、
区
域
及
び
存
続
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
旨
並
び
に
そ
の
名
称
、
区
域

、
存
続
期
間
及
び
禁
止
又
は
制
限
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類
」
と
、
同
条
第
四
項
中

、
存
続
期
間
及
び
禁
止
又
は
制
限
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類
」
と
、
同
条
第
四
項
中

「
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五
条
第
十
二
項
に
お
い
て
読

「
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準

み
替
え
て
準
用
す
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

用
す
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

11/07/09


